
「神奈川県公報発行規則の一部を改正する規則（案）」に関する提出意見

及びこれに対する県の考え方 

 

１ 意見募集期間 

  令和５年８月 31 日から同年９月 29 日まで 

 

２ 意見募集結果 

  提出意見の件数 ３件 

意見区分 件数 

１ 改正内容に関する意見 ０件 

２ その他（県の広報誌「県のたより」に関する意見） ３件 

合  計 ３件 

 

３ 提出意見に対する県の考え方 

 ⑴ 意見反映区分 

反映区分 件数 

Ａ 規則に反映したもの ０件 

Ｂ 規則に反映できないもの ０件 

Ｃ その他 ３件 

合  計 ３件 

 

 ⑵ 意見に対する県の考え方 

番号 
意見

区分 
意見要旨 

反映

区分 
県の考え方 

１ ２ 広報誌は紙で発行してもら

いたい。環境保護の観点から

理解はできるが、インターネ

ットを利用できない世代もお

り、インターネットは自分か

ら情報を探さなければならな

い。 

Ｃ 今回、発行方法を紙から電子に

切り替えるのは、条例、規則、告

示などを登載している県の「公

報」であり、県の広報誌である

「県のたより」とは別の刊行物で

す。 

「公報」は、これまで県政情報

センター、各地域の県政情報コー

ナー、県立図書館などで閲覧でき

るようにしておりましたが、発行

方法を紙から電子に切り替えた後

も、インターネットが利用できな

い方への配慮として、これらの県

の施設に引き続き配架し、紙で閲

覧できる場所を残していきます。 

なお、いただいたご意見につい

ては、「県のたより」を所管する

所属に転送させていただきまし

た。 

２ ２ 「県のたより」に載ってい

る情報を必要としている方

は、何か困り事がある方が多

いと思う。身体が不自由な方

や経済的に困窮している方な

どの中には、インターネット

を利用できない方も多くいる

と思うので、そういった方々

への情報提供が滞ることのな

いよう、検討していただきた

い。 

また、従来の紙面は視認性

がよく、様々な情報が目に入

ってきやすいが、パソコン等

Ｃ 



の画面上ではそういった機会

が減ってしまうことを危惧す

る。引き続き駅、役所、金融

機関、コンビニで紙での閲覧

や入手ができるようお願いし

たい。 

３ ２ 官報の電子化に伴い、「県

のたより」を電子化するとの

ことだが、両者は性質が異な

り、電子化することで県民に

必要な情報が行きわたらなく

ならないか心配。 

全国的に自治体が広報に力

を入れて県民の県政参加を促

している中で、それに逆行し

ているのではないか。 

Ｃ 

 


